
大船渡市林野火災被災木材利用促進事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 令和７年大船渡市大規模林野火災により被災した森林から生産される

木材（以下「被災木材」という。）の有効利用を促進するため、被災木材を使

用して建築工事を行う者に対し、予算の範囲内で、大船渡市補助金等交付規

則（平成13年大船渡市規則第56号。以下「規則」という。）及びこの要綱によ

り補助金を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 被災木材 令和７年大船渡市大規模林野火災により被災した森林から生

産された木材であり、かつ、岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材

の産地証明制度等により、大船渡市内の被災地域内の森林から生産された

木材であることが証明されるものをいう。 

 (2) 建築物 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１項に規定する建

築物をいう。 

 (3) 建築工事 建築物を新築し、増改築し、改修し、又は改良することをい

う。 

 (4) 市内向け 建築物の所在地が大船渡市内であるものをいう。 

 (5) 市外向け 建築物の所在地が大船渡市外であるものをいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

 (1) 個人 

 (2) 法人 

 (3) その他市長が適当と認める団体 

 （補助対象建築物） 

第４条 補助金の交付対象は、被災木材を使用する新築（被災木材を５立方メ

ートル以上使用するものに限る。以下同じ。）、増改築 （被災木材を１立方メー

トル以上使用するものに限る。以下同じ。）、改修 （被災木材を１立方メートル

以上使用するものに限る。以下同じ。）又は改良 （被災木材を１立方メートル

以上使用するものに限る。以下同じ。）を行う建築物とする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費は、建築物の新築、増改築、改修又は改良

を行う場合に要する経費とする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、建築物の新築、増改築、改修又は改良に使用した被災木

材の使用量１立方メートルにつき２万5,000円を乗じて得た額とし、次の各号



に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。 

 (1) 市内向け 100万円 

 (2) 市外向け 50万円 

２ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とす

る。 

 （認定申請） 

第７条 補助金の交付の認定を受けようとする者は、大船渡市林野火災被災木

材利用促進事業費補助金交付認定申請書（様式第１号）に、別表に掲げる書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受理したときは、当該申請に係る関係書類等の審査

及び必要に応じた現地調査を行い、内容が適当であると認めたときは、大船

渡市林野火災被災木材利用促進事業費補助金交付認定決定通知書（様式第３

号）により、内容が適当でないと認めるときは、大船渡市林野火災被災木材利

用促進事業費補助金不認定決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知す

るものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大船

渡市林野火災被災木材利用促進事業費補助金交付申請書（様式第５号）に、別

表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、認定申請

の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略すること

ができる。 

２ 前項の規定による交付申請の受付期間は、市長が別に定める期間とする。 

３ 市長は、第１項の申請を受理したときは、当該申請に係る関係書類等の審

査及び必要に応じた現地調査を行い、内容が適当であると認めたときは、大

船渡市林野火災被災木材利用促進事業費補助金交付決定通知書（様式第６号）

により、内容が適当でないと認めるときは、大船渡市林野火災被災木材利用

促進事業費補助金不交付決定通知書（様式第７号）により、申請者に通知する

ものとする。 

（事業に要する経費の配分及び事業の内容の軽微な変更） 

第９条 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次に掲

げる変更とする。 

 (1) 補助対象事業の事業費の20パーセント以内の経費の配分に係る増減 

 (2) 補助金交付額の変更を伴わない対象事業費の変更 

 (3) 補助金交付額の20パーセント以内の減額変更で、事業計画の大幅な変更

を伴わない変更 

 （変更等の承認） 

第10条 申請者は、次の各号いずれかに該当するときは、大船渡市林野火災被

災木材利用促進事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第８号）に別表に掲



げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 (1) 認定の決定を受けた補助事業の内容を変更（前条に規定する軽微な変更

を除く。）しようとするとき。 

 (2) 認定の決定を受けた補助事業の全部又は一部を他に継承しようとすると

き。 

 (3) 認定の決定を受けた補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止し

ようとするとき。 

２ 市長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、内容が適正

であると認めたときは、大船渡市林野火災被災木材利用促進事業変更（中止・

廃止）承認通知書（様式第９号）により、申請者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第11条 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定通

知を受理した日から起算して15日以内とする。 

 （認定の取消し） 

第12条 市長は、認定の決定を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認め

るときは、当該認定を取り消すことができる。 

 (1) 認定後１年以内に建築工事を開始しないとき。 

 (2) 認定後３年以内に建築工事が完了しないとき。ただし、変更等の承認を

受けているときは、変更等の承認後３年以内に建築工事が完了しないとき。 

 (3) 認定の要件に該当しなくなったとき。 

 (4) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （交付決定の取消し） 

第13条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認め

るときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) この要綱の規定に違反したとき。 

 (2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (3) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （補助金の請求） 

第14条 申請者は、第８条第３項の規定により決定された補助金の交付を受け

ようとするときは、大船渡市林野火災被災木材利用促進事業費補助金交付請

求（精算）書（様式第10号）に別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による交付請求の受付期間は、市長が別に定める期間とする。 

 （補助金の交付） 

第15条 市長は、前条の請求及び実績報告を受理した日から起算して30日以内

に補助金を交付する。 



 （補則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月27日から施行する。 

（地域材利用促進事業費補助金交付要綱の廃止） 

２ 地域材利用促進事業費補助金交付要綱は、廃止する。 

 

  



別表 

区分 提出書類及び添付書類 様式 
提出 

部数 

提出 

期日 

第７条の

規定によ

る書類 

大船渡市林野火災被災木材利用促進事業

費補助金交付認定申請書 

【新築又は増改築の場合】 

１ 事業計画書 

２ 建築確認通知書の写し 

３ 被災木材使用箇所及び使用量が確認

できる平面図、立面図及び位置図 

４ 被災木材であることを証する書類

（岩手県産材認証推進協議会が実施す

る「県産材」の産地証明制度における岩

手県産材産地証明書、原木納入開始届、

伐採届適合通知書等をいう。以下同

じ。） 

５ その他市長が必要と認める書類 

 

【改修又は改良の場合】 

１ 事業計画書 

２ 被災木材使用箇所及び使用量が確認

できる平面図、立面図及び位置図 

３ 被災木材であることを証する書類 

４ その他市長が必要と認める書類 

第１号 

 

 

第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 

各１部 

 

建築工事

に着手す

る14日前

まで 

第８条の

規定によ

る書類 

大船渡市林野火災被災木材利用促進事業

費補助金交付申請書 

【新築又は増改築の場合】 

１ 事業計画書 

２ 建築確認通知書の写し 

３ 被災木材使用箇所及び使用量が確認

できる平面図、立面図及び位置図 

４ 被災木材であることを証する書類 

５ その他市長が必要と認める書類 

 

【改修又は改良の場合】 

１ 事業計画書 

２ 被災木材使用箇所及び使用量が確認

第５号 

 

 

第２号 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 

各１部 

 

建築工事

が完了し

た日から

１年以内 



できる平面図、立面図及び位置図 

３ 被災木材であることを証する書類 

４ その他市長が必要と認める書類 

第10条の

規定によ

る書類 

大船渡市林野火災被災木材利用促進事業

変更（中止・廃止）承認申請書 

１ 事業計画書 

２ 変更内容が確認できる書類 

３ その他市長が必要と認める書類 

第８号 

 

第２号 

各１部 

 

変更（中

止・廃止）

の理由が

生じた日

から14日

以内 

第14条の

規定によ

る書類 

大船渡市林野火災被災木材利用促進事業

費補助金交付請求書 

１ 実績報告書 

２ 要綱第５条に定める経費に関する領

収書等の写し 

３ 完成写真 

ア ２方向から撮った全景 

イ 被災木材使用状況が確認できるも

の 

４ 被災木材使用箇所及び使用量が確認

できる平面図、立面図及び位置図 

５ その他市長が必要と認める書類 

第10号 

 

第11号 

各１部 

 

交付決定

日から14

日以内 

 


